
１． 一年単位の変形労働時間制の適用（第５条関係）については令和３年４月１日
２． 業務量の適切な管理等に関する指針の策定（第７条関係）については令和２年４月１日

趣 旨

概 要

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の
一部を改正する法律案の概要

※改正の内容
・ 一年単位の変形労働時間制を規定した労働基準法第３２条の４（地方公務員は地方公
務員法第５８条により適用除外）について、公立学校の教師に対して適用できるよう、地方
公務員法第５８条の読み替え規定を整備する。

・ その際、労働基準法において労使協定により定めることとされている事項（対象となる労
働者の範囲、対象期間、労働日ごとの労働時間 等）については、勤務条件条例主義を踏
まえ、条例により定めることと読み替える。

施 行 期 日

１．一年単位の変形労働時間制の適用（休日のまとめ取り等）【第５条関係】

２．業務量の適切な管理等に関する指針の策定【第７条関係】

○ 公立学校の教師が所定の勤務時間外に行う業務の多くが、超過勤務命令によらないもので
あること等を踏まえ、文部科学大臣は、公立学校の教師の健康及び福祉の確保を図ることに
より学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員の業務量の適切な管理等に関する
指針を定めるものとする。

公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進するため、教育職員について一年単
位の変形労働時間制を条例により実施できるようにするとともに、文部科学大臣が教育職員
の業務量の適切な管理等に関する指針を策定及び公表することとする。

○ 我が国の教師の業務は長時間化しており、近年の実態は極めて深刻。

○ 持続可能な学校教育の中で教育成果を維持し、向上させるためには、教師のこれまでの働
き方を見直し、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようにすることが急務。

○ このため、学校における働き方改革を推進するための総合的な方策の一環として、以下の
措置を講ずるよう、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（給
特法）の一部を改正する。

○ 夏休み等児童生徒の長期休業期間の教師の業務の時間は、学期中よりも短くなる傾向。

○ 学期中の業務の縮減に加え、かつて行われていた夏休み中の休日のまとめ取りのように集
中して休日を確保すること等が可能となるよう、公立学校の教師については、地方公共団体
の判断により、一年単位の変形労働時間制の適用を可能とする（※ ）。
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